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衆
議
院
議
員
山
崎
誠
君
提
出
日
本
原
燃
株
式
会
社
六
ヶ
所
再
処
理
工
場
に
お
け
る
高
レ
ベ
ル
放
射
性
廃
液
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冷
却
停
止
事

案
に
関
す
る
質
問
に
対
し
、
別
紙
答
弁
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を
送
付
す
る
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１ 

 

 
 
 

衆
議
院
議
員
山
崎
誠
君
提
出
日
本
原
燃
株
式
会
社
六
ヶ
所
再
処
理
工
場
に
お
け
る
高
レ
ベ
ル
放
射
性
廃
液
の
冷
却
停
止

事
案
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁
書 

一
に
つ
い
て 

 
 

日
本
原
燃
株
式
会
社
再
処
理
事
業
所
再
処
理
施
設
（
以
下
「
再
処
理
施
設
」
と
い
う
。
）
に
お
け
る
安
全
冷
却
系
の
「
ポ

ン
プ
流
量
」
及
び
貯
槽
に
貯
蔵
さ
れ
て
い
る
「
高
レ
ベ
ル
放
射
性
廃
液
」
（
以
下
「
高
レ
ベ
ル
廃
液
」
と
い
う
。
）
の
「
温

度
推
移
」
に
つ
い
て
は
、
再
処
理
施
設
の
中
央
制
御
室
に
お
い
て
監
視
制
御
盤
に
よ
り
確
認
で
き
る
も
の
と
承
知
し
て
い
る
。 

二
に
つ
い
て 

 
 

「
過
去
十
六
年
間
」
に
お
い
て
、
核
原
料
物
質
、
核
燃
料
物
質
及
び
原
子
炉
の
規
制
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
三
十
二
年
法

律
第
百
六
十
六
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
六
十
二
条
の
三
の
規
定
に
基
づ
く
報
告
が
必
要
と
な
る
原
子
力
施
設
等
の

故
障
に
よ
る
有
意
な
「
温
度
上
昇
」
が
発
生
し
た
こ
と
が
あ
っ
た
と
は
承
知
し
て
い
な
い
。 

三
に
つ
い
て 

 
 

再
処
理
施
設
に
お
け
る
そ
れ
ぞ
れ
の
貯
槽
に
貯
蔵
さ
れ
て
い
る
高
レ
ベ
ル
廃
液
の
量
に
つ
い
て
、
原
子
力
規
制
委
員
会
と

し
て
は
、
法
第
六
十
一
条
の
八
の
二
の
規
定
に
基
づ
く
保
障
措
置
検
査
等
を
通
じ
て
把
握
し
て
お
り
、
再
処
理
施
設
の
立
地



 

２ 

 

す
る
地
方
公
共
団
体
が
把
握
し
て
い
る
か
に
つ
い
て
は
承
知
し
て
い
な
い
。 

四
に
つ
い
て 

 
 

お
尋
ね
の
「
作
業
を
す
る
場
合
は
、
複
数
で
行
う
」
こ
と
及
び
「
口
頭
で
の
指
示
」
を
禁
止
す
る
こ
と
と
い
っ
た
作
業
の

管
理
の
詳
細
に
つ
い
て
は
、
個
々
の
現
場
の
状
況
や
作
業
の
性
質
に
よ
っ
て
判
断
さ
れ
る
べ
き
こ
と
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る

こ
と
か
ら
、
日
本
原
燃
株
式
会
社
に
お
い
て
適
切
に
判
断
さ
れ
る
も
の
と
承
知
し
て
い
る
。 

五
に
つ
い
て 

 
 

法
第
四
十
四
条
の
四
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
日
本
原
燃
株
式
会
社
か
ら
平
成
二
十
六
年
一
月
七
日
付
け
で
な
さ
れ
た
再

処
理
の
事
業
に
係
る
変
更
の
申
請
を
同
項
の
規
定
に
基
づ
き
原
子
力
規
制
委
員
会
と
し
て
令
和
二
年
七
月
二
十
九
日
付
け
で

許
可
す
る
に
当
た
っ
て
、
同
社
が
使
用
済
燃
料
最
終
取
出
し
前
の
原
子
炉
停
止
時
か
ら
使
用
済
燃
料
を
せ
ん
断
す
る
ま
で
の

期
間
を
十
五
年
以
上
と
す
る
こ
と
を
確
認
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
今
後
は
、
原
子
炉
停
止
時
か
ら
十
五
年
以
上
経
過
し
た
使

用
済
燃
料
の
み
が
せ
ん
断
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
た
め
、
「
冷
却
期
間
四
年
」
の
使
用
済
燃
料
の
せ
ん
断
に
よ
っ
て
発
生
す
る

高
レ
ベ
ル
廃
液
を
貯
蔵
す
る
場
合
を
想
定
す
る
必
要
は
な
い
と
考
え
て
い
る
。 


